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一般財団法人たかのす福祉公社 

 

 

本事業報告は令和３年４月１日から令和４年３月３１日までの期間を対象にしている。また、

当期においては、令和２年度事業報告及び決算処理（公認会計士による会計監査、監事による会

計及び業務監査含む）、公益目的支出計画実施報告等の重要手続きについては、滞りなく事務処

理を進めることができた。 

 

 

 

Ⅰ 法人の概況 

１ 設立年月日：平成１０年１２月２４日設立 

  （平成２４年１０月１日付、一般財団法人たかのす福祉公社として移行登記） 

 

２ 定款に定める目的及び事業 

当法人は、ノーマライゼーションの理念に基づく豊かな地域社会の形成に寄与することを目的 

とし、北秋田市や各関係機関との連携を図り、自立した日常生活及び療養生活を営む上で支援を

必要とする者の生活の質の向上と、地域における認知症ケア体制及び地域医療体制の充実を図る

ため、これに関する相談助言・情報提供事業、地域交流、調査研究事業及び介護技術等研修事業

を行うとともに、次に定める各事業を実施する。 

 （１）介護従事者の育成に関する研修及び地域介護講座等の介護技術等研修事業 

 （２）医療、福祉、介護等に関する相談助言・情報提供事業及び地域交流事業 

 （３）食の自立支援事業（配食サービス事業）、要介護認定調査事業及び介護予防ケアマネジ

メント業務等の受託 

 （４）障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業 

 （５）介護保険法及び健康保険法等に基づく介護・看護サービス事業 

 （６）介護用品貸与及び販売、弁当等の外販、保険外ヘルパーサービス等の有償福祉サービス

事業 

 （７）その他この法人の目的を達成するために必要な事業 

 

３ 所管官庁に関する事項  秋田県 健康福祉部 長寿社会課 

 

４ はぁとサポーター会員登録者数   ※＜＞内は前年会員数 

会 員 区 分 会 員 数 

普 通 会 員 ９９名   ＜１０１名＞ 

特 別 会 員 １団体   ＜２団体＞ 

 

５ 主たる事務所の状況 

  秋田県北秋田市大町８番２３号 

 



６ 役員等に関する事項（理事３名、監事１名、評議員６名）     令和４年３月３１日現在 

役 職 氏 名 常勤・非常勤 担当職務・現職等 

理 事 長 松 橋 雅 子 非常勤 
設計室主宰 建築士 

会計責任者 

常務理事 近 藤 テイ子 常 勤 
フードセンターたかのす 施設長 

法令遵守責任者（障害福祉） 

理  事 成 田 康 子 非常勤 
看護師 大学非常勤講師 

福祉、医療に関する知識を有する者 

監  事 桜 庭 秀 孝 非常勤 
農業 

元鷹巣町農業協同組合常務理事 

評 議 員 佐々木 孝 夫 非常勤 
元社会福祉法人役員 

行政に関する知識を有する者 

評 議 員 鈴 木 静 子 非常勤 
自営業 

地域市民団体関係者 

評 議 員 成 田 京 子 非常勤 
自営業 

地域市民団体関係者 

評 議 員 成 田 元 晴 非常勤 
農業、元病院事務局長 

行政に関する知識を有する者 

評 議 員 檜 森 正 太 非常勤 
会社役員 

地域市民団体関係者 

評 議 員 堀 部  健 非常勤 
鍼灸師 

保健医療に関する知識を有する者 

 

７ 職員に関する事項                      令和４年 ３月３１日現在 

職 員 身 分 人 数 増 減 

男 性 正職員 

臨時職員等 

５名 

２名 

－１名 

＋２名 

女 性 正職員 

臨時職員等 

１０名 

７名 

＋１名 

－１名 

合 計  ２４名 ＋１名 

 

８ 許認可に関する事項 

なし 

 

 

 

Ⅱ 事業の実施状況 

＜実施（継続）事業について＞ 

① 介護従事者の育成に関する研修等及び地域介護講座等の介護技術等研修事業 

地域介護講座は新型コロナウイルス感染拡大防止対策として今年度は１１月に書面での研修

に変更して講座を実施した。 

なお、例年実施していた介護セミナーおよび４月からの秋田看護福祉大の看護実習を受け入れ

は法人内での検討の結果コロナウイルス感染拡大防止の観点から実施しないこととした。 

 

（１）地域介護講座について 

テーマ 配食サービスについて 

書面配布先 ：サービス利用者、はぁとサポーター、町内会 



② 医療、福祉、介護等に関する相談助言・情報提供事業及び地域交流事業 

「はぁとだより」は令和３年８月と令和４年３月の計２回発行をした。内容としては、はぁと

ガーデンの植栽の様子、サポーター会員の状況、寄付、寄贈の情報、就労継続支援 B型事業につ

いて、新型コロナウイルスの感染予防対策について、役員、組織の紹介、公社各事業について等、

地域の皆様やはぁとサポーターの皆様に広く情報提供を行った。 

また、北秋田市のホームページのバナー広告を継続利用し、当法人のホームページにアクセス

しやすい通信環境を提供した。 

地域交流事業は、はぁとサポーターや地域の住民や近隣保育園の園児に参加していただき、６

月に「はぁとガーデン」を実施し、街の一角の緑化の推進、世代間交流の場を提供した。 

 

 

＜障害福祉サービス事業について＞ 

① 食の自立支援事業＜配食サービス事業＞の受託 （フードセンターたかのす） 

（１）総合評価 

地域包括支援センターや居宅介護支援事業所等との連携を図り、また、利用者一人ひとりの多 

様なニーズに対応することにより、配食サービスを提供することができた。今後も、関係機関と 

の更なる連携強化により、利用者のニーズに応え、確保に努めていく。また、学校給食センター 

との話し合い、情報共有を図り、衛生管理の徹底に努めた。 

 

（２） 事業の実績 

・月別平均利用者数：２８．８名  前年３０．３名 ＜－１．５名＞ 

・年間合計食数：１３,１２９食  前年１６,４６６食 ＜－３,３３７食＞ 

・１日平均食数：３６食  前年４５．３食 ＜－９．３食＞ 

 

②就労継続支援Ｂ型事業の実施 （フードセンターたかのす） 

（１）総合評価 

北秋田市との指定管理者基本協定に基づき、適正な施設管理に努めた。 

今年度は、新たに１名の通所開始となったが２名の退所となり、年度末の登録利用者は１８名

となった。今後も引き続き、利用者の能力に応じた作業の提供や通所利用者の安定的な人員確保

に努めていく。 

北秋田市や北秋田市自立支援協議会、北秋田市障害者生活支援センター等の関係機関との連携、

情報共有を図り、今後も就労支援等に努めていく。また、配食サービスに係る作業のほか、弁当

販売、ラーメン・まんまの受注販売等において、利用者の地域での活動機会を確保できた。 

 

（２）事業の実績 

令和 ４年３月３１日現在 通所利用者登録数：１８名（定員は２０名） 

（３）外部研修等 

 令和３年 ４月：第１回秋田県社会就労センター協議会理事会・共同受注拠点担当者会議  

１名 

      ４月：秋田県社会就労センター協議会総会・施設長等セミナー（オンライン）  

１名 



      ６月：第２回秋田県社会就労センター協議会理事会・共同受注拠点担当者会議  

１名 

      ７月：第１回秋田県地域福祉推進会議 １名 

      ７月：第３回秋田県社会就労センター協議会理事会 １名 

      ９月：第２回秋田県地域福祉推進委員会 １名 

      ９月：工賃向上セミナー（オンライン） ３名 

      ９月：秋田県農福連携推進会議 

     １０月：障害者理解促進事業者向け研修会（オンライン） １名 

     １０月：福祉事業所の商品・サービス紹介イベント（商談会） ３名 

     １０月：全国社会就労センター総合研究北海道大会（オンデマンド） ４名 

     １１月：北秋田市障害者総合支援協議会 １名 

     １１月：第３回秋田県地域福祉推進委員会 １名 

     １１月：秋田県農福連携セミナー（県北地区） ３名 

     １２月：秋田県社会就労センター協議会事業所見学会  １名 

     １２月：障害者就労支援事業所への受発注拡大に係る県北秋田ネットワーク会議    

         １名 

     １２月：第９回全国生産活動・就労支援部会職員研修中国・四国大会（オンデマンド） 

         ４名 

     １２月：障害者虐待防止権利擁護研修（オンデマンド） ４名 

 令和４年 １月：第２回秋田県農福連絡会議 １名 

      １月：第５８回全国知的障害福祉関係職員研究京都大会（オンライン） ４名 

      １月：第４回地域福祉推進委員会 １名 

      ２月：第３８回全国社会就労センター長研修会（オンデマンド） １名 

      ２月：障害福祉関係合同研修会 ２名 

      ３月：発達障害地域支援者研修（オンデマンド） ４名 

      ３月：第４回秋田県社会就労センター協議会理事会 １名 

      ３月：農福連携推進東北ブロックセミナー（オンライン） １名 

 

 

＜介護・看護サービス事業について＞ 

①訪問看護事業の実施（訪問看護ステーションはぁと） 

（１）総合評価 

主治医との連携強化が図れ、１７名の終末期ケアを実施し、自宅にて１２名の看取りを行うこ

とができた。 

時間外での往診は職員間の連携により対応することができた。 

コロナウイルス感染予防対策の強化により職員の健康被害はなく、他県からの面会等にも対応

することができた。 

合川サテライトステーションについては検討の結果、今年度で閉鎖することとした。 

 

（２）事業の実績 

介護保険 



・利用者延べ数：５２８名  前年４４９名（介護予防含む） ＜＋７９名＞ 

・月別平均利用者数：４４名  前年３７．４名 ＜＋６．６名＞ 

・年間訪問延べ回数：３,２８３回  前年２,６４５回 ＜＋６３８回＞ 

・月別平均訪問延べ回数：２７３．５回  前年２２０．４回 ＜＋５３．１回＞ 

健康保険等 

・利用者延べ数：７３名  前年１１２名 ＜－３９名＞ 

・月別平均利用者数：６名  前年９．３名 ＜－３．３名＞ 

・年間訪問延べ回数：７３６回  前年１,０９８回 ＜－３６２回＞ 

・月別平均訪問延べ回数：６１．３回  前年９１．５回 ＜－３０．２回＞ 

 

（３）外部研修 

令和３年 ５月：北秋田市自立支援型地域ケア会議 １名 

    １１月：北秋田市自立支援型地域ケア会議 １名 

    １１月：北秋田市地域医療連携センター訪問看護部会 １名 

１２月：看護実践力向上と看護職間のネットワーク構築のための研修会 ２名 

 

②居宅介護支援事業の実施（居宅介護支援事業所はぁと） 

（１）総合評価 

職員の応募はなく、また、組織内での介護支援専門員の資格を取得する職員もおらず、通年２

名体制での業務となった。よって特定事業所加算については要件を満たすことができず、算定は

できなかった。 

職場内での通信環境の整備により、オンラインでの研修への参加が可能となり、外部研修はオ

ンラインにて参加した。今後も研修会により知識や技術の向上に努めていきたい。 

事業所の体制強化を図るためには、組織内の介護支援専門員の有資格者を増やすことが必要と

考えており、今後も継続としての課題としたい。 

 

（２）事業の実績 

 ・利用者延べ数（介護給付）７９４名  前年９４３名 ＜－１４９名＞ 

（介護予防）１６５名  前年１８３名 ＜－１８名 ケアマネジメント含＞ 

（認定調査）８１名  前年８１名  

・月別平均利用者数（介護給付）６６．１名  前年７８．６名 ＜－１２．５名＞ 

（介護予防）１３．７名  前年１５．２名 ＜－１．５名 ケアマネジ

メント含＞ 

（認定調査）６．７名  前年６．７名  

 

（３）外部研修 

令和４年 ２月：介護支援専門員研修会（北部包括主催） ２名 

 ３月：北秋田市介護支援専門員研修 １名 

 

③福祉用具貸与及び販売事業の実施（福祉用具レンタルセンターはぁと） 

（１）総合評価 



貸与事業の年間の実績として新規利用契約者３４名、利用終了者２７名となる。 

毎月の利用者は６０名から６６名で推移し、目標となる年間の予算、収益は達成することがで

きた。 

販売事業については前年度と同じ数の販売数となり、年間予算は達成することができた。 

 

（２）事業の実績 

① 福祉用具貸与利用者 

・利用者延べ数：７５０名  前年７２９名（介護予防含む） ＜＋２１名＞ 

・月別平均利用者数：６２．５名  前年６０．８名 ＜＋１．７名＞ 

② 福祉用具販売点数 

・販売延べ点数：５８４点  （前年５８４点）  

（うち特定福祉用具２１点  （前年１５点 ＜＋６点＞） 

 

（３） 外部研修 

なし 

 

④訪問介護事業の実施（ヘルパーステーションはぁと） 

（１）総合評価 

その人らしさを大事にした日常生活が送れるよう、個人の生活スタイルを変えない形で利用者

本位のケアを提供することができた。 

また、体調、病状の変化等があった際には関係機関と連携をはかり、在宅生活を継続できるよ

うな支援をした。 

実績面では目標とする予算に届かなかったため、今後新規利用者の獲得にむけた取り組みをし

っかり実施していく。 

 

（２）事業の実績 

・利用者延べ数：３０５名  前年２８１名（介護予防含む） ＜+２４名＞ 

・月別平均利用者数：２５名  前年２５名 

・年間訪問延べ回数：３,３０１回  前年４,９６４回 ＜－１,６６３回＞ 

・月別平均訪問延べ回数：２７５回  前年４１３．６回 ＜－１３８．６回＞ 

 

（３）外部研修 

なし 

 

 

＜有償福祉サービスについて＞ 

①介護用品貸与生活支援事業の実施 （実施事業所：福祉用具レンタルセンターはぁと） 

（１）総合評価 

独自の介護保険外サービスとして、必要な福祉用具をレンタルし、軽度者や要介護認定を受け

ていない方の在宅生活を支援することができた。新規契約者は６名、終了者は７名であった。 

 



（２）事業の実績 

・利用者延べ数：９８名  前年９８名 

・月別平均利用者数：８．２名  前年８．２名 

 

②ふとん消毒乾燥サービスの実施 （実施事業所：福祉用具レンタルセンターはぁと） 

（１）総合評価 

地域の住民が衛生的で快適な寝具を使用して生活ができるよう、布団、毛布、マットレス等を

消毒乾燥するサービスを実施した。 

 

（２）事業の実績 

・利用者延べ件数：１６件  前年１１件 ＜＋５件＞ 

・月別平均件数：１．３件  前年０．９件  ＜＋０．４件＞ 

 

③弁当等外販の実施 （実施事業所：フードセンターたかのす） 

（１）総合評価 

「おとどけ・まんま」、「おたすけ・まんま」の販売に加えて、週２回の「にこにこ弁当」の当

日販売や事前予約の「日替り弁当」の販売等については、目標とする販売実績を概ね達成した。

その他、クリスマスチキン等受注販売等に積極的に取り組んだ。 

 

（２） 事業の実績 

おとどけまんま 

・延べ提供数：３,４３０食  前年１,７７９食 ＜＋１,６５１食＞ 

・月別平均食数 ：２８５．８食  前年１４８．２食 ＜＋１３７．６食＞ 

日替り弁当 

・延べ提供数：１,８１０食  前年９０１食 ＜＋９０９食＞ 

・月別平均食数：１５０．８食  前年７５．１食 ＜＋７５．７食＞ 

にこにこ弁当 

・延べ提供数：２,５１０食  前年２,４６２食 ＜＋４８食＞ 

・月別平均食数：２０９．１食  前年２０５．９食 ＜＋３．２食＞ 

 

④保険外ヘルパーの実施 （実施事業所：ヘルパーステーションはぁと） 

（１）総合評価 

介護保険外サービスの需要の高まりがあり、利用実績が増えた。今後は職員体制が薄いことも

考え介護保険サービスとのバランスをみながら対応していく必要がある。 

 

（２）事業の実績 

・利用者延べ数：５５名  前年２０名 ＜＋３５名＞ 

・月別平均利用者数：４．５名  前年１．６名 ＜＋２．９名＞ 

・年間訪問延べ回数：２１９回  前年３５回 ＜＋１８４回＞ 

・月別平均訪問延べ回数：１８．２回  前年２．９回 ＜＋１５．３回＞ 

 



Ⅲ 重要な契約に関する事項 

 当期に契約した重要な契約に関して記載すべき事項はない。 

 

 

 

Ⅳ 理事会及び評議員会等に関する事項 

 当期に開催した理事会及び評議員会の開催日及び議案内容は以下のとおりとする。 

理事会 

開 催 日 議 案 内 容 

令和３年 ６月１０日 

 

 

 

 

・理事長及び常務理事の業務執行状況の報告について 

・令和２年度事業報告、決算書類及び公益目的支出計画実 

施報告書の承認について 

・理事候補者の選任（案）について 

・定時評議員会の開催について 

令和３年 ６月２９日 ・理事長及び常務理事の選任について 

令和３年 ９月３０日 

 

・定年後再雇用規程の一部改正について 

・令和３年度第１次補正予算（案）について 

令和３年１２月 ９日 ・理事長及び常務理事の業務執行状況の報告について 

・定年後再雇用規程の一部改正について 

・令和３年度第２次補正予算（案）について 

・第１回臨時評議員会の開催（案）について 

令和４年 ３月 ９日 ・令和３年度第３次補正予算（案）について 

・令和４年度事業計画及び予算（案）について 

・職員給与規程の一部改正（案）について 

・就業規則の一部改正（案）について 

・会計処理規程の一部改正（案）について 

・第２回臨時評議員会の開催（案）について 

評議員会 

開 催 日 議 案 内 容 

令和３年 ６月２９日 ・理事長及び常務理事の業務執行状況の報告について 

・令和２年度事業報告及び公益目的支出計画実施報告に 

ついて 

・令和２年度決算書類の承認について 

・理事の選任ついて 

令和３年１２月２４日 

 

 

 

・理事長及び常務理事の業務執行状況の報告について 

・令和３年度上半期会計監査についての報告について 

・定年後再雇用規程の一部改正について 

・令和３年度第２次補正予算（案）の承認について 

令和４年 ３月２４日 

 

・職員給与規程の一部改正（案）について 

・就業規則の一部改正（案）について 

・会計処理規程の一部改正（案）について 

・令和３年度第３次補正予算（案）の承認について 

・令和４年度事業計画及び予算（案）の承認について 

会計及び業務監査 

開 催 日  内 容 

令和 ３年 ６月 １日 令和２年度会計及び業務監査並びに公益目的支出計画実

施報告書に関する監査 

 



Ⅴ 収支及び正味財産増減の状況並びに財産状態の推移 

平成２４年１０月１日より公益法人会計基準（平成２０年４月１１日 平成２１年１０月１６

日改正 内閣府公益認定等委員会）を採用している。 
    単位：千円 

事業年度 
平成 30 年 

3 月期 

平成 31 年 

3 月期 

令和２年 

3 月期 

令和３年 

3 月期 

令和４年 

3 月期 

前期繰越収支差額 7,288 4,836 11,288 15,638 19,212 

当期収入合計 155,300 153,438 153,040 148,535 139,789 

当期支出合計 157,752 146,987 148,690 144,961 133,598 

当期収支差額 △2,452 6,451 4,350 3,574 6,191 

次期繰越収支差額 4,836 11,288 15,638 19,212 25,404 

資産合計 143,172 144,435 152,151 151,275 154,735 

負債合計 87,473 85,390 96,446 90,775 86,032 

正味財産 55,700 59,045 55,705 60,500 68,703 

 

 

 

Ⅵ 法人の課題等 

公益目的支出計画に基づく法人運営は今年度もコロナ禍の状況を考慮しながら、はぁとガーデ

ン、地域介護講座の実施、はぁとだよりの発行、ホームページ等による情報発信など、概ね公益

目的支出計画どおりの法人運営ができており、今後も継続実施していく。 

 専門職の確保等新規職員の応募、採用が計画どおりすすんでいない状況であり、今後も職場環

境、待遇、印象等、今まで以上に求職者にとって魅力があり、興味がわく事業所に進化していく

必要がある。 

 最後に来期以降も収益、費用のバランスのとれた各事業所運営に努め、地域で求められる法人

になっていく必要がある。 


